
 

 

 

 

 

 

 
 

補助対象者（次のすべてに該当する方） 

⚫ 神川町に居住し、住民登録をしていること 

⚫ 対象となる住宅の所有者であり、かつ居住していること 

⚫ 町税等の滞納がないこと 

⚫ 町で実施している他の同様の補助金等を受けていないこと 
 

補助対象工事（次のすべてに該当する工事） 

⚫ 町内業者が施工する工事費 20 万円以上（税抜）の住宅リフォーム工事 

⚫ 補助金交付申請後、交付決定を受けてから着工し、年度内に工事完了報告書を提出できる工事 
 
（注意）町内業者とは、神川町内に事業所を有する法人または住所を有する個人事業主で、工事を行う業者です。 

（注意）補助金の申請前に、工事がすでに着工されている、完了している場合は補助の対象になりません。 
 
 

   
 

補助金額 

工事費（税抜）の10％（千円未満切捨て）  上限10 万円 
 
 

交付申請 

【申請受付開始日：令和 8 年 4 月 1 日】 

工事着工予定日の概ね２週間前までに、補助金申請書に必要書類を添えて経済観光課へご提出ください。  
（注意）申請額が予算限度額に達した時点で受付を終了します。 

（注意）補助金の交付は、一の住宅につき同一年度内１回限りとします。 
 

 

神川町では、地域経済の活性化と居住環境の向上を図るため、町民のみなさんが、自ら居住する

住宅をリフォーム工事する場合に、その経費の一部を補助します。 

（１）住宅の内外装を修理または修繕する工事 

（２）住宅の増改築（建替えを除く）または間取りを変更する工事 

（３）居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の改良工事 など 

【補助対象とならない工事の例】 

 ▶車庫、カーポート、物置の改修や設置 ▶ 店舗、事務所、作業小屋の改修や設置 

 ▶門、塀ほか外構工事  ▶リフォーム工事を伴わない家電製品等の設置や取替え 

 ▶合併浄化槽への転換工事 など 

〔お問い合わせ先〕 

 

住宅リフォーム工事とは 

町内の業者を利用して行う 

住宅リフォーム工事費の一部を補助します住宅リフォーム工事費の一部を補助します 

神川町役場 経済観光課 商工観光担当（役場２階） 

☎0495-77-0703  FAX0495-77-3915 
ホームページ http://www.town.kamikawa.saitama.jp/soshiki/keizaikan/sumai_kenchiku/494.html 
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≪住宅リフォーム資金補助金の申請から交付までの流れ≫ 
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補助金の交付 

 

補助金の請求 

 
完了報告の審査 

補助金の確定 

リフォーム工事 

完了の報告 

 

工事変更・ 

中止届出 

申請内容の審査 

補助金交付決定 

補助金交付申請 

「補助金請求書」を受理後、記載された口座に補助金を振込みます。 

経済観光課へ「補助金請求書」を提出してください。 

町で報告内容を審査後、「補助金確定通知書」等を郵送します。 

※ 審査の過程で現地確認をさせていただく場合があります。 

経済観光課へ「工事完了報告書」等を提出してください。 

※ リフォームの完了後 1 か月以内または当該年度の末日のいずれか早い日まで

に提出してください。 

工事完了報告書類 

（１）住宅リフォーム資金補助金工事完了報告書【様式第４号】 

（２）改修工事の請負契約書の写し 

（３）改修工事の領収書の写し（または支払いを証明する書類の写し） 

（４）改修工事実施前と実施後の現場写真 

（５）建築確認申請が必要な改修工事の場合には、検査済証の写し 

工事が完了し、支払いが済んだら、実績報告を行ってください。 

■工事内容を変更または工事を中止する場合 

経済観光課へ「補助金工事変更・中止届出書」を提出していただく場合が

あります。 

※ 工事金額が変更になる場合は、再度、見積書を提出してください。 

※ 変更の内容によっては、交付決定を取り消す場合があります。 

町で申請内容を審査後、「補助金交付（不交付）決定通知書」等を郵送し

ます。 

※ 審査の過程で現地確認をさせていただく場合があります。 

交付決定を受けてから、住宅リフォームに着工してください。 
※ 交付決定前に着工した工事は補助対象外となりますのでご注意ください。 

経済観光課へ「補助金交付申請書」等を提出してください。 

※ 工事着工予定日の概ね２週間前までに提出してください。 

補助金交付申請書類 

（１）住宅リフォーム資金補助金交付申請書【様式第１号】 

（２）改修工事の見積書の写し ≪町内業者の見積書に限ります≫ 

（３）改修工事前の現場写真 

（４）改修箇所等を示す図面 ≪平面図や立面図など≫ 

町 

町 

町 


